


















bility, Discussion Paper, November 2005,;
Corporate Duties Below Board Level, April,
2006; Personal Liability for Corporate Fault,
September 2006,; The Social Responsibility
of Corporations, December 2006 等がある。

13 オーストラリアの企業法については，see
R P Austin/ I M Ramsay, Ford’s Principles of
Corporations Law, 2005; CCH, Australian
Corporations & Securities Legislation,Vol. 1
2006.

14 Corporations and Markets Advisory Com-
mittee, supra (12), Personal Liability for
Corporate Fault, pp.66-67 には，一覧表が掲
載されているが，本稿では割愛する。

15 オーストラリア刑法典（Criminal Code
Act 1995）は，全体をシドニーでウィリア
ム・ J. ビーアワース弁護士からいただいた。
また，Corporations and Markets Advisory
Committee, supra (12), Personal Liability for
Corporate Fault, Appendix 3 (pp.75-80) には，
法人の刑事責任（corporate criminal liability）
に関する規定が挙げられている。なお，その
詳細については，内閣府との共同研究報告書
（前出）掲載の樋口亮介「オーストラリアの
法人処罰」参照。

16 See Corporations and Markets Advisory

Committee, supra (12), Personal Liability for
Corporate Fault, pp.1-64.

17 HIH 事件の一連の判例も，ブレイク・ドー
ソン法律事務所の松浦華子弁護士より送って
いただいた。なお，松浦弁護士からは，不法
行為のケースである British American
Tobacco Australia Services Ltd v Cowell,
(2002)7 VR 524 の判決文もいただいたが，今
回は取り上げる余裕がなかった。

18 本件については，ビーアワース弁護士（前
出）から直接レクチャーを受けた。

19 オーストラリア企業の CSR の代表例とし
て，ウェストパック社（Westpac Banking
Corporation）の CSR を挙げておく。シド
ニーで聞いたところ，2006年の CSR 評価で
世界１にランクされたという。〈参考資料〉
「Corporate Responsibility」岡本享二『CSR
入門』（日経文庫）p.105 を元に作成した。

14―　 ―

経営者のメッセージ 我々の目的はシンプルだ。持続可能な社会で持続可能なビジネスを行うことであ
る。

CSR 行動範囲 オーストラリア，ニュージーランド，パシフィック・エリア，アジア，アメリカ，
ヨーロッパ

CSR の拠りどころ CSR憲章「Social Charter」（2001年８月公表）
－Our vision, Our Values, Our Strategy

CSR の特徴 オーストラリア発のCSR情報が少ないなかで，CSR経営を実践するグローバル企
業No.1に挙げられる。“Sustainability”を根本的な経営理念としたうえで，CSR
を広く社会に対する説明責任“Social Accountability”ととらえる。社会，環境，
持続的サプライチェーン，という切り分け方が特徴的。

CSR 報告書概要 「Social Impact Report 2004」
トップ・コミットメントの紹介とGRIへの準拠，CSR活動の概観を冒頭10ページ
で行い，続く本編は，Employees, Customers, Environment, Social, Suppliers の
５部で構成する。各章ともケーススタディからはじまりデータと解説へと続く。
各章の冒頭は全面写真を使用するスタイルとし，図表や本文中に手書き文字や落
書き風のデザインをリアルな画像として挿入するなど，工夫の凝らされた誌面デ
ザインとなっており，CSRは人としての営みであるという現実感を読者に与える
ことに成功している。2002年の初版から同タイトルで発行，2003年版では表紙に
“Who Cares?”と筆記体で大書して読者の目を引きつけるデザインとなっている。

その他（CSR組織） Executive Office CSR business review（CEO直轄機関）取締役会のSocial Res-
ponsibility Committeeおよびビジネスユニットと連携してCSR活動を推進する。
他にCommunity Consultative CouncilとInternational Sustainability Councilがあ
り，それぞれExecutive Office CSR business reviewまたはビジネスユニットと連
携している。


